
 

令和８年２月１６日  

 

令和８年度 千葉県小中学校体育連盟主催大会への学校・地域クラブからの参加について 

 

１． 各団体の区分とその名称および内容について 

千葉県小中体連主催大会とその上部大会への参加にあたっては、以下のいずれかから大会参加可能となって

いる。なお、選手は以下のうち１つの区分からしか同大会へは出場登録をすることができない。また、２～７

の区分からの大会参加にあたっては、必要な手続きをとり各種申請や承認を受けなければ、大会に参加するこ

とはできない。 

 

 NO 団体の区分名 内  容 

中 

学 

校 

か 

ら 

１ 学校部活動 中学校 1校による単体での部活動。団体名は学校名とする。 

２ 合同チーム 
合同チーム参加規程（全国大会・関東大会・県大会）に則って、複数校で構

成されたチーム。団体名は学校名連記とする。 

３ 拠点校部活動 
拠点校部活動参加規程（全国大会・関東大会・県大会）に則って、複数校で

構成されたチーム。団体名は拠点校の学校名とする。 

地 

域 

ク 

ラ 

ブ 

活 

動 

か 

ら 

(※１) 

４ 民間クラブ 

運営管理が行政ではなく、民間のクラブチームまたは行政から地域展開の受

け皿となる地域クラブと認定をされていないクラブであり、地域クラブ活動

の大会参加資格の特例・細則に合致したクラブ。団体名はクラブ名とする。 

５ 
認定地域クラブ 

（Ｒ８年４月から新設） 

国が示した要件、認定手続き等に基づき、市町村等が、学校部活動を継承・

発展させた生徒のスポーツ・文化芸術活動として認定したクラブ。 

※ 様式Ｄ：地域クラブ活動行政認定証明書の提出が必要 

６ 行政主導型地域クラブ 

地域展開を進めるために、行政主導で新たに発足した地域クラブであり、

「５：認定地域クラブ」としてはまだ認められていないクラブのこと。 

 ※ 参加資格の特例や競技部細則により参加資格を満たす必要がある。 

※ 様式Ｄ：地域クラブ活動行政認定証明書の提出が必要 

７ 行政認定型地域クラブ 

行政が部活動を地域に展開する以前から存在する民間クラブや地域の社会

体育団体を、地域展開の受け皿として行政が認定したうえで、活動を行って

いるクラブ。 

 ※ 参加資格の特例や競技部細則により参加資格を満たす必要がある。 

※ 様式Ｄ：地域クラブ活動行政認定証明書の提出が必要 

 

※１ 大会参加にあたっての注意事項 

・国が示した「認定地域クラブ活動に関する認定制度」が令和８年４月からスタートする予定だが、当面の

あいだは参加資格の特例や競技部細則は設けることとする。 

・今後の大会参加にあたっての認定については、国が示した要件、認定手続きに基づき、市町村等が認定し

た「認定地域クラブ活動」が第一優先となり、大会参加が可能となる。市町村から「まだ認定されていな

い」または「認定制度が整っていない」などの場合は、今まで通り県小中体連が参加資格の特例と競技部

細則等に照らし合わせて大会参加の認定を行う予定。 

・数年後に、国が進める認定地域クラブ活動の制度が安定した際には、競技部細則については必要が無くな

り、各自治体で認定を受けた地域クラブ活動が大会参加できるようになると想定している。 

 

 

 

 



２．大会参加にあたっての手続きについて 

  以下の団体区分から大会に出場を希望する際は、事前に申請や手続きが必要となる場合がある。 

 NO 団体の名称 申請書 
代表者 

担当者 
分担金等 ※ 

大会参加 

申込書 

大会 

参加費 

中 

学 

校 

か 

ら 

１ 学校部活動 × 
・校長 

・顧問 1校あたり 

12,500円 

＋ 

学級数×800円 

 

＝約20,000円 

○ ○ 

２ 合同チーム 様式Ａ 

・校長 

・支部の長 

・顧問 
○ ○ 

３ 拠点校部活動 様式Ｂ 

・校長 

・支部の長 

・顧問 
○ ○ 

地 

域 

ク 

ラ 

ブ 

活 

動 

か 

ら 

４ 民間クラブ 

様式Ｃ‐1 

様式Ｃ‐2 

様式Ｅ 

・ｸﾗﾌﾞ代表者 

・担当コーチ 

事務手数料 

1クラブ 

5,000円 

○ ○ 

５ 認定地域クラブ 
様式Ｃ‐1 

様式Ｃ‐2 

様式Ｄ 

様式Ｅ 

不要 

支部や学校が 

支部分担金として 

納入しているため 

○ ○ ６ 行政主導型地域クラブ 

７ 行政認定型地域クラブ 

※分担金等とは、学校関係においては、支部単位で基本分担金332,500円と1校あたり（基本分担金12,500

円＋1学級800円×学級数）を年度初めに納入する。民間クラブは、分担金ではなく事務手数料として5,000

円を参加申請の際に納入する。 

※様式Ａ：合同チーム大会参加登録申請書 

  ※様式Ｂ：拠点校部活動大会参加登録申請書 

  ※様式Ｃ‐１、２：地域クラブ大会参加登録申請書（令和８度から様式改定：団体登録および選手一覧） 

  ※様式Ｄ：地域クラブ活動行政認定証明書（令和８年度から） 

  ※様式Ｅ：同意書 

 

 

３．大会参加にあたっての手続きの大まかな流れ 

学校から参加  地域クラブ活動から参加 

学校部活動 
合同 

チーム 
拠点校部活動  民間クラブ 

認定地域 

クラブ 

行政主導型 

地域クラブ 

行政認定型 

地域クラブ 

↓ ↓ ↓  ↓ 

 様式Aまたは様式Bを  地域クラブが事務局に事前登録（フォームにて）をし、 

 支部長へ提出  その後、申請書等（様式Ｃ・様式Ｄ）種目専門部に提出 

 ↓ ↓  ↓ 

↓   各種目専門部が提出された書類等を確認し（仮審査）、 

 支部が様式ＡまたはＢを  種目専門部が事務局に様式Ｃ・様式Ｄを送付 

 県小中体連事務局に提出  ↓ 

    県小中体連事務局が本審査 

 ↓ ↓  ↓ 

↓   事務局が認定通知を地域クラブの代表者へ送付 

 県小中体連事務局  ↙          ↓ 

 が承認書を送付  事務手数料の納入 ※認定地域クラブ、行政主導型・認定型は事務手数料の納入は不要 

↓ ↓ ↓  ↓          ↓ 

大会参加申込書の作成 

※各申請書および大会参加に関する規程は、千葉県小中学校体育連盟ＨＰをダウンロード（参照） 


